
③ 七時間の適所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行った  

場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は九時間であり、1  
時間分（＝9時間－8時間）の延長サービスとして五○単位が算定  

される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ  

とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に  

算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従  
業者を置いていること。  

（4） 事業所規模による区分の取扱い   

① 事業所規模による区分については、施設基準第一号イ（1）に基づ  

き、前年度（毎年四月潮目をもって終わ  
ろ年度とする。以下この項において同じ。）の一月当たりの平均利  
用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであ  

るが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定によ  

り、当該指定適所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護  

予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施してい  

る場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月  

当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。  

したがって、仮に指定適所介護事業者が指定介護予防通所介護事業  

者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施  

されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、  

当該平均利用延人員数には当該指定介護予防適所介護事業所の平均  

利用延人員数は含めない取扱いとする。   

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上四時間未満の  
報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬を算定し  

ている利用者を含む。）については、利用者数に二分の一を乗じて  
得た数とし、凶時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者に  

ついては利用者数に凹分の三を乗じて得た数とする。また、平均利  

用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者の  

計算については、単純に延人員を加えるのではなく、同日割こサービ  

スの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていくこととす  
る。   

③ 七時間の通所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行った  

場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は九時間であり、1  
時間分（＝9時間－8時間）の延長サービスとして五○単位が算定  

される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ  

とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に  

算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従  

業者を置いていること。  

（4） 事業所規模による区分の取扱い  

① 事業所規模による区分については、施設基準第一号イ（1）に基づ  

き、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべき適所  

介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計  

算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係  
る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せ  

て受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所  

介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む  

こととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事  

業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けている場合  

であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離  
されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指  

定介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いと  

する。  

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上凶時間未満の  

報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬を算定し  

ている利用者を含む。）については、利用者数に二分の一を乗じて  
得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者に  

ついては利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利  
用延人員数に含むこととされた介護予防適所介護事業所の利用者の  

計算に当たっては、介護予防適所介護の利用時間が四時間未満の利  

用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時  
間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分の  

三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防適所介護事業所の利用  
者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日  

ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。  
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③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又   

は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二五％以上変   

更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る   

平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当   

該事業所の利用定員の九○％に予定される一月当たりの営業目数を   

乗じて得た数とする。  

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者で   

あって、凶月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所   

介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度   
において適所介護費を算定している月（三月を除く。）の一月当た   

りの平均利用延人員数とする。  

⑤ なお、注4において定める平均利用延人員数の計算についても、   

前記①から④までと同様の取扱いとする。  

③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又   

は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二五％以上変   

更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る   

平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当   

該事業所の利用定員の九○％に予定される一月当たりの営業日数を   

乗じて得た数とする。  

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者で   

あって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の適所   

介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度   
において通所介護費を算定している月（三月を除く。）の一月当た   

りの平均利用延人員数とする。  

（5） 災害時等の取扱い  

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用についてはし当  

該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、   

定畠超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場  

合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、  

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した  

状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位  

数の減算を行うものとする。また、この場合にあっては、やむを得な  

い理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分  

した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。  

（6） 注5の取扱い  

訪問介護と同様であるので、2（14）を参照されたい。  

J旦 個別機能訓練加算の取扱い  

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）につい  

て算定する。   

② 個別機能訓練加算山止に係る機能訓練は、一日一二○分以上、専  
ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置し  

て行うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち  

特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日にお  

けるサービスのみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、  

理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居  

じ－   

（立 個別機能訓練加算の取扱い   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）につい  

て算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、一日一二○分以上、専ら機  
能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行  

うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち特定  

の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日における  

サービスのみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理  

学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅  
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介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介護事業  
所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合に  

は、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての  
人員基準の算定に含めない。  

宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、適所介護事   
業所の看護職員が呈遜加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する   

場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員と   
しての人員基準の算定に含めない。  

③働   

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以   

上配置して行うものであること。この場合において、例えば」眉間   

のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置されLそれ   

以外の曜日に非常勤卿   

非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該   

加算御題当   

している場合は、㈱錬カロ   算（Ⅲ）卿じめ   
定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があ   

る。鯛指   

導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、適所介護事業   
所における看護職貞としての人員基準の算定に含めない。  

④働こついては、   

機能訓練指導員等が、卿   

選択を壊助し御て活   

動することで、㈱こ   

とが要件となる。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態   
を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければなら餌  

⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、   
介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに   

その目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ   
れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価   

等を行う。なお、適所介護においては、個別機能訓練計画に相当す   
る内容を適所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個   

別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。  

⑥ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月後に一回以上利   

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。  

（∋ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、   

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、   
介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに   

その目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ   

れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価   

等を行う。なお、適所介護においては、個別機能訓練計画に相当す   
る内容を適所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個   

別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。  

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月後に一回以上利   

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。  

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、   

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  
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＆ 入浴介助加算の取扱い  
適所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う   

場合について算定されるものである（二十三号告示第十号）が、この   

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ   

り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力   

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声か   
け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触   

する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ   

ること。  

また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、   
利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算   

を算定できない。  

上吐 入浴介助加算の取扱い  

適所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う  

場合について算定されるものである（二十三号告示第十号）が、この  

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ  

り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力   

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のためゐ声か  
け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触  

する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ  

ること。  

また、適所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、  
利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算  
を算定できない。  

（7） 若年性認知症ケア加算の取扱い  

①潮ビスを提供するに当たって  

は、一般の利用者とは区分し行うこと。なお、このことは、人員配  

置上、若年性認知症の利用者に対するサービス提供は別単位として  

取り扱うという趣旨ではなく、当該利用者の特性やニーズを踏まえ、  

一般の利用者とはサービス内容やサービス提供の場を別にするとい  

う趣旨であるので留意すること。   

② 若年性認知症の利用者に対するサービス内容は、授産作業的なア  

クティビティ、スポーツ、創伶糊舌動等の若年者としてのニーズを  
踏まえたプログラムとすること。   

③ 事業を実施する事業者は、若年性認知症の利用者の家族に対して  
相談支援を行うとともに、若年性認知症に対する情報収集と情報提  

供に努めること。なお、地域に家族会がある場合など、必要に応じ  

家族会との情報交換や市町村等を通じた家族会に対する情報提供に  

も配慮されたいこと。  

（射 若年性認知症利用者受入加算の取扱い  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者  

を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこ  

と」．  

上土吐一 栄養逢妻加算の取扱い   

① 栄養塵董加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ご  
とに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意す  

ること。  

（8） 栄養マネジメント加算の取扱い  

（D 栄養マネジメント加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、  

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること  

に留意すること。  
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②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  ②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

③栄養マネジメント加算を算定できる利用者はBMIが標準を大  ③栄養改蓋加算を算｛できる利用者  
きく下回る者、体重の減少が認められる者栄養面や食生活上に問   該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる  

題のある者など低栄養涙態にある者又はそのおそれがある者であっ   者とすること。  

て、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。  イBMIが一八・五未満である者  

ロー～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域  

支援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発○六○九○  

○一厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの  

No．11の項目が「1Jに該当する者  

ハ血清アルブミン値が三・五g／dl以下である者  

ニ食事摂取量が不良（七五％以下）である者  

ホその他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者  

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのい  
ずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。  

・口腔及び摂食・喋下機能の問題（基本チェックリストの口腔  

機能に関連する（13）、（14）、（15）のいずれかの項目において  

「．1」に該当する者などを含む。）  

・生活機能の低下の問題  

・裾癒に関する問題  

・食欲の低下の問題  

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連  

する（16）、（17）のいずれかの項目において「1」に該当する  

者などを含む。）  

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）、  

（19）、（20）のいずれかの項目において「1」に該当する者など  

を含む。）  
・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）か  

ら（25）の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを  

全虹L  

④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を  ④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を  
経てなされる。  経てなされる。  

イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握するこ  イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握するこ  
と。  し   

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食  ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食  
礁下機能及び食形態にも配慮  しつつ、栄養状態に関する解決す  喋下機能及び食形態にも配慮しつつ、  栄養状態に関する解決す   



べき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、  

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者  

が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説  

明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項  

等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計   

画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家   

族に説明し、その同意を得ること。なお、適所介護においては、   

栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる  

ものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善  

サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題  
点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状  
況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の   

評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や  

主治の医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第亘重条において準用する第土塾条に規定するサービスの提供の  

記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用  

者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養  

マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記  

録する必要はないものとすること。  

⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当   

する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと   

により、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、   

継続的に栄養改善サービスを提供する。  

べき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、  

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者  

が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説  

明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項  

等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計  

画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家   

族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、   

栄養ケア計画に相当する内容を適所介護計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる  

ものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善  

サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題  
点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状  
況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の  

評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や  

主治の医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第主旦邑条において準用する第ユ旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者  

の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マ  

ネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録  

する必要はないものとすること。  

⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイからハまでのいずれかに該当  

する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと  

により、栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議等を通  

土工認められるものについては、引き続き算定することが可能であ  

ること。  

イ BM‖が概ね一ノし・五未満の者又はサービス提供期間［印こ、概   

ね三％以上の体重減少が認められる者  口働青ア／レブミ   
ン値三・五岬こついては、   

管理栄養士による情報収集の結果、象諺割こおける食事摂取に係   

る問題が解決していないと認められる者  

ハ 経腸栄養法又は静脈栄養法を行っている者であって、経口摂取  
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への移行の可能性がある者など、弓ほ続き管理栄養士による栄養  

管理が必要と認められる者  

（姐 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に  

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる  
ことに留意するごと。   

② 言語聴覚土、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うも  

のであること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者はL口腔衛生上の問題を有  

する者、摂食・喋下機能に問題を有する者など、口腔機能向上サー  
ビスの提供が必要と認められる者とすること。なお、利用者の口腔  

の状態によっては、楓こおける対応が必要である場合も想定され  
ることから、その疑いがある場合は、ケアマネジャーを通して主治  

医又は主泊の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を  

講じることとし、その場合については、加算は算定できないことと  

する。  

吐辻 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に  

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる  

ことに留意すること。   

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うも  
のであること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのい   

ずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要   

と認められる者とするこヒ   

イ牒三項目のいず  

れかの項目において「1」以外に該当する者   口働（15）   
の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者   

ハ その他口月空機能の低‾下している者又はそのおそれのある者  

彰 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合   

も想定されることから、㈱重して主   

治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置   

を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、   
次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定で   

きない。   

イ 医療凋緋鋸こおいて歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を   

算定している場合   

口働こ掲げる摂食機能療法を   

算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービス   

として「摂食・喋下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行  

っていなし  

④ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手   

順を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心と   

なって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嘩下機能に関する解決す   

べき課題の把握を行い、言語聴覚上、歯科衛生士、看護職員、介  

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手   

順を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心と  

なって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚇下機能に関する解決す   
べき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職貞、介   

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事  護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り  組むべき事  
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項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成  

した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービ  

スの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ  

と。なお、適所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相  

当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも  

って口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるもの  

とすること。  

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、  

看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供するこ  
と。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれ  
ば直ちに当該計画を修正すること。  

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機  
能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、  

その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、  

主治の歯科医師に対して情報提供すること。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準  

第迎条において準用する第1旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴  

覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記  

録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のため  

に利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとするこ  

と。   

⑤ 概ね三む月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当す  
る者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等がサ  

ービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できる  

とサービス担当者各藩等を通じて認められるものについては、軋皇  

統き算定することが可能であること。  

イ 反贋唾液礁下テストが三回未満など、欄られる  

状嘩の者  

口 上肢機能に障害があるなど利用者本人による口腔清掃が困難で  

あり、かつ、利用者を旦常的に介護している家族、訪問介護員等  

に対する指導も不十分であることなどから、口腔衛生上の問題を  

有すろ草  

地 人員基準を満たさない状況で提供された通所介護  
指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数の看護職員及び介護  

項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成  

した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービ  

スの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ  

と。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相  

当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも  

って口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるもの  

とすること。   

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、  

看護職貞等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供するこ  
と。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれ  
ば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機  
能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、  

その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、  

主治の歯科医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第亘重条において準用する第土韮条に規定するサービスの提供の  

記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語  

聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に  

記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のた  

めに利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとする  

こと。  

⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する   

者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等がサー   

ビス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると   

認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供   

土星旦＿   

イ 口腔清潔・唾液分泌・岨囁・嚇下・食事摂取等の口腔機能の低  

下が認められる状態の者   

ロ＋当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下  

するおそれのある者  

吐姐 人員基準を満たさない状況で提供された適所介護  

指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数の看護職員及び介護  
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職員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単   

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（厚   

生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準   

並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。   

以下「通所介護費等の算定方準Jという。）第一号ハ）。ただし、都   

道府県は、従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業   

所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に   

従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を   

除き、指定の取消しを検討するものとする。  

泌 療養通所介護費について   

① 利用者について  

療養適所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サー  
ビスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等  

を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。   

② サービス提供時間について  

療養適所介護においては、利用者が当該療養適所介護を利用する  

こととなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者  

の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認す  

るとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認  

職員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単   

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（厚   

生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準   

並びに適所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。   

以下「職員配置等基準」という。）第一号ハ）。ただし、都道府県は、   

従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業所に対し定   

員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従わずに事   

業を継続する事要所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定  

の取消しを検討するものとする。  

址 療養適所介護費について   
① 利用者について  

療養適所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サー  
ビスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等  

を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。   

② サービス提供時間について  

療養適所介護においては、利用者が当該療養適所介護を利用する  

こととなっている日において、 まず当該事業所の看護職員が利用者  

の居宅において状態を観察し、適所できる状態であることを確認す  

るとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認  

することが重要である。鎧2ヱ、利用者の居宅に迎えに行った暗か  

ら、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでを  

も含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせ  

てサービス提供時間とする。   

③ サービス捏供について  

療養適所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な  

計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、  

多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看  

護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師  

や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提  

供を行うこと。  

したがって、利用者の居宅に迎えに行った  することが重要である。  

暗から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するま  

でをも含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあ  

わせてサービス提供時間とする。  

③ サービス提供について  

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な  

計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、  
多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看  

護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師  

や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提  

供を行うこと。  

（1冊汀、て   
①㈱   

②潮  

を利用者に直撃提供する職員とは、生活相談鼻、看護職員、介護職  

員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  
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8 通所リ  ハビリテーション費  
8 通所リハビリテーショ  ン費  

（1）所要時間による区分の取扱い   

適所介護と同様であるので、7（1）を参照されたい。  
（1）所要時間による区分の取扱い  

通所介護と同様であるので、7（1）を参照されたい。  

！と＿．＿旦王些生地 

運動器  リハビリテーシ  に 関する  ヨン   評価法  

笠拉関する基本的内容  を畳む堕摩会であって、関係学会  
されてし  ＼るもの  

ものである  

時間以上二  リハビリ  テーション  に該当  

軌＝こついては、短  里リハビリテーション加算の  

定は  可能であ  別リハビリ  テーショ  定はでき  

師又はあ  ん摩マ  ッサー  ジ指圧  師によ  

る一時  上二時  リハビリ  テーショ  
ハビリテーショ  ン実施加  別リハビリテーシ  

については  いずれ  ないこと  

における「  リハビリテーショ  

辿て行うリハビリテーショ  とについて、当該リハビリテーショ   

二卓二三三二二≡≡≡＝：≡＝  

二時間以上三時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱  

L、さ   

辺 二時間以上三時間未満の適所リハビリテーションを行う場合の取扱 しヽ  

通所介護と同様であるので、7（2）を参照されたい。  
＆ 六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して  延 

長サービスを行った場合の加算の取扱い   

適所介護と同様であるので、7（3）を参照されたい。  

（4）  

し＼   

通所介護と同様であるので、7（2）を参照されたい。  

血 六時間以上八時間未満の適所リハビリテーションの前後に連続して   
延長サービスを行った場合の加算の取扱い  

適所介護と同様であるので、7（3）を参照されたい。  
上土」」．ミコ三池 

二」－一三－－ニュ二三ユニュ 

二  

注3の施設基準第三号に定める平均利用延人員数の取扱いについて  

（姐 平均利用延人員数の取扱い   

注3の施設基準第三号に定める平均利用延人員数の取扱いについて   

は、通所介護と同様であるので7（4）を参照されたい。  
は、適所介護と同様であるので7（4）  を参照されたい。なお  時間以  

上二時間未満の  報酬を  定してし   ＼る利用  者については   者数に四  
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分の一を乗じて得た数を用いるものとすること。  

＆ 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて  

介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受け  

た理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、診察、運   
動機能検査、作業能力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の   
作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所リハビリテーショ  
ン計画を診療録に記入する必要がある。  

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の当   
該訪問の時間は、適所リハビリテーション及び介護老人保健施設の人   

員基準の算定に含めないこととする。  

姐 入浴介助加算の取扱い  

通所介護と同様であるので、7j姐を参照されたい。  
地リハビリテーションマネジメント加算の取扱い   

①冊月に八回以上適所⊥  

ている場合に、一月に僻だし、指定  

通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、個別リハビ  

リテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リ  

ハビリテーションを行っている場合にあっては、八回を下回る場合  

であっても、算定できるものとする。   

②リハビリテ ーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケア  

マネジメントの一環として行われることに留意すること。  

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対し  
て実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメ  

ントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであるこ  
と。   

包リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホま  

でに掲げるとおり、実施すること。  

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要  

な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴  
覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項において  
「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに  

関する解決すべき課題の把握（以下この項において「アセスメン  

ト」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働  

により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビ  

リテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハ  

皇弘 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて  

介護老人保健施設である場合であって 

た理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、診察、運   

動機能検査、作業能力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の   
作成及び見直しを行った場合には、医師は当該適所リハビリテーショ  

ン計画を診療録に記入する必要がある。  

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の当   
該訪問の時間は、適所リハビリテーション及び介護老人保健施設の人   

員基準の算定に含めないこととする。  

（姐 入浴介助加算の取扱い  

適所介護と同様であるので、7（6）を参照されたい。  

（a リハビリテーションマネジメント加算の取扱い  

金リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケア   

マネジメントの一環として行われることに留意すること。  

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対し   

て実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメ   

ントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであるこ   

と。  

塁リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホま   
でに掲げるとおり、実施すること。   

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要  

な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴  

覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項において   
「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに  

関する解決すべき課題の把握（以下この項において「アセスメン   

ト」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、 
により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビ   

リテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハ  
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ビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に   

説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションに   
おいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を通   

所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をも   

ってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができ   

るものとすること。  

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーショ   

ンやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関   

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、   

多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、   

リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合に   

あっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要は   

なく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビ  

リテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変   

更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案を   

リハビリテーション実施計画に代えることができるものとするこ   

と。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利   

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集   
中リハビリテーション実施加算を算定している利用者について   

は、病院等からの退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、   

アセスメントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリ   

テーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利   

用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業所に   

対してリハビリテーションに関する情報伝達（日常生活上の留意   

点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅サービス計画の   

変更の依頼を行うこと。   

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテー   

ションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の   

居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所   

のサービス担当者等の参加を求めること。  

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や利   

用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供   

を行うこと。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

ビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に   

説明し、その同意を得ること。なお、適所リハビリテーションに   
おいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を通   

所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をも   

ってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができ   

るものとすること。  

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーショ   

ンやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関   

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、   

多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、   

リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合に   

あっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要は   

なく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビ   

リテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変   

更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案を   

リハビリテーション実施計画に代えることができるものとするこ   

と。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利   

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集   
中リハビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテー   

ション実施加算を算定している利用者については、病院等から   

退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、アセスメントと   

それにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテーションカン   

ファレンスの結果、必要と判断された場合は、利用者の担当介護   

支援専門員を通して、他の居宅サービス事業所に対してリハビリ   

テーションに関する情報伝達（日常生活上の留意点、介護の工夫   

等）や連携を図るとともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行   

うこと。  

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテー   

ションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の   

居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所   

のサービス担当者等の参加を求めること。  

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や利   

用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供   

を行うこと。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準  
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第⊥捜条において準用する第ユ旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師  

又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴  

覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別  

にリハビリテーションマネジ メント加算の算定のために利用者の  

状態を定期的に記録する必要はないものとすること。  

③リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施  

計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日か  

ら算定を開始するものとすること。  

（弘 集中的な指定適所リハビリテーションの取扱い  

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビ   

リテーションとは、三月以内について、概ね一週間に二日以上実施す   

るとともに、個別のリハビリテーションを一日に四○分以上行うン   

を指すものであること。なお、三月を超える場合であっても、一日に   
二○分以上の個別リノ、どリテーションを行う必要があること。  

第亘±韮条において準用する第土塾条に規定するサービスの提供  

の記録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い  

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言  

語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録と  

は別にリハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用  

者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。  

④ リハビリテーションマネジ メント加算はリハビリテーション実施  

計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日些  

属する月から算定を開始するものとすること。  

吐辻 短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い  

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビ   

リテーションとは、退院（所）嘩月以内の   

期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり四○分以   

上、退院（所）目又は認定日から起算して一月を超え三月以内の期間   

に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり二○分以上の   

個別リハビリテーションを行う必要があるこL  

なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月   

にあっては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーショ   

ンマネジメント加算を算定できない場合であっても、僻す  

ることができることとする。  

（12）個別リハビリテーション実施加算の取扱い  

指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっ  

ては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーションマネ   

ジメント加算を算定できない場合であっても、礫土  

ができることとする。  

また、以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーショ   

ン事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリ   

テーションの提供に関わる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚   

士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテニと   

ヨン実施計画において、一月に八回以下の通所であっても効果的なリ   

ハビリテーションの提供が可能であると判断された場合についても同   

様とする。  

a 高次脳機能障害（失語症を含む。）   

b脚（医科診療報酬点数表における  
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r rJ   

難病患者リハビリテーション料に規定する疾患）  

（1封 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い   

①嘲ヨンは、認知症利用者の生活機時  

の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動中  
訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施することを標準とす  

皇且＿   

② 当該リハビリテーション加算は、精手中科医師若しくは神経内科医  
師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を  

修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見  
込まれると判断された者に対して、生活機能の改善を目的として㌧  

リハビリテーションマネジメントにおい て作成したリハビリテーシ  

ョン実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、  
作業療法士又は郵「理学療法士等」  

という。）脚、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプ  
ログラ即憶の訓  

練、日常生活活動の訓錬等を組み合わせたプログラムは認知症に対  

して効果の期待できるものであること。   

③当顔リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科  

医を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了  

してい卑こと。瑚こ関する  

研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶の訓練、日常生活活  
動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成  

されており、認知症に対するリハビリテ ーションを実施するために  

ふさわしいと認められるものであること   

④彗該リハビリテーションにあっては、一一人の医師又は理学療括士  

等ボニ人の利用者に対して佃岬」に行った場合にのみ算定する。   
⑤瀾  

を実施した場合に算定するものであり、卿こ満たない場  

合は、算定を行わないものとする。   ⑥御（Mi車  
Me嗅  能評価スケール）瑚   

⑦斬衆（実施時間、訓練内容、訓  

練匪価、担当者等）は利用者毎に保管されること。   
⑧ 注11の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場  
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合であっても、脾ションを芙施した場合は当該  

サハビリテーション加算を算定することができる。  

診 当該り′ハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月間の間に、  

半該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定でき  

ろこととする。なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了す   
る日の属する月にあっては、一月に八回以上通所していないために  

リハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であって  

も、本加算を算定することができることとする。  

（9） 若年性認知症ケア加算の取扱い  

若年性認知症ケア加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7（7）  

を参照されたい。  

（14）若年性認知症利用者受入加算の取扱い  

若年性認知症利用者受入加算の取扱いは、通所介護と同様であるの  

で、7（9）を参照されたい。  

止弘 栄養逢妻加算の取扱い  

栄養重量加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7立吐を参照  

されたい。  

旦吐 口腔機能向上加算の取扱い  

口腔機能向上加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7止止を  
参照されたい。  

止正 人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーション  

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療法士、  

作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていない  
状況で行われた適所リハビリテーションについては、所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（適所介護費  
等の算定方法第二号ロ）。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じ  

ている状態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業  

の休止を指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所  

に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する  

ものとする。  

（18）サービス提供体制強化加算の取扱い   

① 3（6）④から⑥まで並びに4（18）②及び③を参照のこと。  

② 指定適所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、  

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職  

員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一時間以上二時  

（10）栄養マネジメント加算の取扱い  
栄養マネジメント加算の取扱いは、適所介護と同様であるので  7也  

を参照されたい。  

辻辻 口腔機能向上加算の取扱い  

口腔機能向上加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7也を参  

照されたい。  

吐旦 人員基準を満たさない状況で提供された適所リハビリテーション  

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療法士、  

作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていない   
状況で行われた通所リハビリテーションについては、所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（職員配置等   

基準第二号ロ）。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じている状   
態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を   

指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対して  

は、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとす  

る。  
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巨  

間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整  

復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する  

場合にあっては、これらの職員も含むものとするこL  
9 福祉用具貸与費  

（1） 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、  

以下のとおりである。  

① 交通費の算出方法について  

注1から注3までに規定する「通常の室墓の実施地域において指  

定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な  

通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階  

級）による交通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は  

移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、  
陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者  

を利用して運搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉  

用具を同一利用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又  

は一度に複数の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を  

行う場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するもの  

とする。  

② 交通費の価格体系の設定等について  

指定福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法について、  
あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営  

規程に記載しておくものとする。なお、指定福祉用具貸与事業者は、  
運営規程に記載した交通費の額及びその算出方法を指定福祉用具貸  

与の提供に当たって利用者に説明するとともに、当該利用者に係る  

運搬又は移動に要した経路の費用を証明できる書類（領収書等）を  

保管し、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する記録とし  

て保存するものとする。  

③ 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定福  
祉用具貸与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸  

与した場合の加算限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00  

分の一00に相当する額を限度として加算できるものとする。この  

場合において、交通費の額が当該一00分の一00に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

9 福祉用具貸与費  

（1） 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、  

以下のとおりである。  

① 交通費の算出方法について  

注1に規定する「通常の墓透の実施地域において指定福祉用具貸  

与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及  

び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）による交  

通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は移動する場合  

には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又  
は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運  

搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利  

用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数  

の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う場合にお  

ける交通費の実費を勘案して、合理的に算出するものとする。  

② 交通費の価格体系の設定等について  

事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじめ利用者  
の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載してお  

くものとする。なお、事業者は、運営規程に記載した交通費の額及  

びその算出方法を指定福祉用具貸与の提供に当たって利用者に説明  

するとともに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用  

を証明できる書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指定福祉  

用具貸与の提供に関する記録として保存するものとする。  

③ 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算  

限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00  

分の一00に相当する額を限度として加算できるものとする。この  

場合において、交通費の額が当該－00分の一00に相当する額に  
満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

しJ   
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ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

④ 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、   
厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所   

が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算   

限度について   

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相  

当する額の三分の二に相当する額を限度として加算できるものとす  

る。この場合において、交通費の額が当該三分の二に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。   

⑤ 注3に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利  
用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉用具を同  

一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相  

当する額の三分の一に相当する額を限度として加算できるものとす  
る。この場合において、交通費の額が当該三分の一に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

（2） 要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費   

① 算定の可否の判断基準  

要介護一の者（以下（2）において軽度者という。）に係る指定福祉  

用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車  

いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、  

「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人排桐感知機器」  

及び「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」（以下「対象外種  

（2） 要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費   

① 算定の可否の判断基準  

要介護一の者（以下（2）において軽度者という。）に係る指定福祉  

用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「牽  

いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、  

「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人排掴感知機器」  

及び「移動用リフト」（以下「対象外種目」という。）に対しては、  

原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第土韮号の  

イで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、そ  

の状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用  

具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりと  

する。  

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準  
時間の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第  

一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に基本調査の結  

目」という。）に対しては、原則として算定できない。しかしなが  

ら第二十三号告示第三土二号のイで定める状態像に該当する者につ  

いては、軽度着であっても、その状態像に応じて利用が想定される  

対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その  

判断については、次のとおりとする。  

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準   
時間の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第   

一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本調査の  
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果という。）を用い、その要否を判断するものとする。  
イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必   

要と認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消   

が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がな   

いため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか   
軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービ   

ス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定支援   

事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しについて   
は、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必   
要に応じて随時）で行うこととする。  

り また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当   

する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス   
担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸   

与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら   

について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、   
その要否を判断することができる 。この場合において、当該医師   

の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医   
師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計   

画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。  

i） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によっ  
て又は時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第土塾号のイ  

に該当する者   

（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）   

元） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の  
うちに第二十三号告示第土韮号のイに該当する邑至ることが  

確実に見込まれる者   

（例 がん末期の急速な状態悪化）   

揖） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状  
の重篤化の回避等医学的判断から第二十三号告示第十九号の  

イに該当すると判断できる者   

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、  
碑下障害による誤喋性肺炎の回避）  

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する   
可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の   
状態以外の着であっても、i）～揖）の状態であると判断される   

結果⊥という。）を用い、その要否を判断するものとする。  
イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必   

要と認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消   

が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がな   

いため、主治の・医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか   

軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービ   

ス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定星空   

企蓮支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直し   
については、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す   

頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。  

ウ また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当   

する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス   
担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸   

与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら   

について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、   

その要否を判断することができる 。この場合において、当該医師   

の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医   
師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計   

画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。  

i） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によっ  

て又は時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第三土二号の  

イに該当する者   

（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）   

辻） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の  
うちに第二十三号告示第三土二号のイに該当することが確実  

に見込まれる者   

（例 がん末期の急速な状態悪化）   

揖） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状  
の重篤化の回避等医学的判断から第二十三号告示第二十一号  

のイに該当すると判断できる者   

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、  

喋下障害による誤嚇性肺炎の回避）   

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する   

可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の   
状態以外の者であっても、i）～揖）の状態であると判断される  
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場合もありうる。  

② 基本調査結果による判断の方法  

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る  
指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労  
働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結  

果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確言忍に用  

いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければなら  

ない。  

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度  

者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査  

票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及  

び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状  

態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）  

の内容が確認できる文書を入手することによること。  

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあ  

っては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それ  

を入手すること。  

第三 居宅介護支援費に関する事項  

1 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等  

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指   
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十→年厚生省   

令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第十四条第一   

項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託   

している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護   

支援費を算定する。  

2 月の途中で、事業者の変更がある場合   

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会   

に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月   

の途中で事業者の変更があった場合には、、変更後の事業者についてのみ居   

宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転   

出する場合を除く。）。  

3 月の途中で要介護度に変更があった場合  
要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護サービ   

ス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護）一又は要介護二か   

ら、要介護三から要介護五までに変更となった場合の取扱いは、月末にお  

場合もありうる。  

② 基本調査結果による判断の方法  

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る  
指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労  

働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結  

果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用  

いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければなら  

ない。  

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度  

者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査  

票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及  

び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状  

態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）  

の内容が確認できる文書を入手することによること。  

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあ  

っては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それ  

を入手すること。  

第三 居宅介護支援費に関する事項  

1 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等  

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指   
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省   

令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第十四条第一   
項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託   

している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護   

支援費を算定する。  

2 月の途中で、事業者の変更がある場合  

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会   

に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月   
の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居   

宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転   

出する場合を除く。）。  
3 月の途中で要介護度に変更があった場合  

要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護サービ   
ス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護一文は要介護二か   

ら、要介護三から要介護五までに変更となった場合の取扱いは、月末にお  
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ける要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。  

4 月の途中で、他の市町村に転出する場合   

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれ   

ぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになること   

から、転入目の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に   

作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事   
業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定   

されるものとする。  

5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合   

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し   

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できない   

ため、居宅介護支援費は請求できない。  

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合   

注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、   

二十五号告示第三±重号に規定することとしたところであるが、より具体   

的には次のいずれかに該当する場合に減算される。  

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に   

係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を   
遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従   
わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する   

ものとする。  

（1） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合  

に減算されるものであること。  

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者  
及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に  

係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至  

った月の前月まで減算する。  

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を  

行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）  

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算  

する。  

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容  
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の  

同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付して  

いない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前  

ける要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。  

4 月の途中で、他の市町村に転出する場合   
利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれ   

ぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになること   

から、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に   

作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事   
業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定   

されるものとする。  

5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合   

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し   

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できない   

ため、居宅介護支援費は請求できない。  

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合  

注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、   

二十五号告示第土±号に規定することとしたところであるが、より具体的   

には次のいずれかに該当する場合に減算される。  

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に   

係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を  

遵守しない事業所に対してi革、遵守するよう指導すること。当該指導に従   

わない場合には、特別な事情がある場合を除き、碍定の取消しを検討する   

ものとする。  

（1） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合  

に減算されるものであること。  

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者  
及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に  

係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至  

った月の前月まで減算する。  

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を  

行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）  

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算  

する。  

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容  
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の  

同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付して  

いない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前  

【嶋  － ■   
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月まで減算する。  
（2） 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サー   

ビス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解   

消されるに至った月の前月まで減算する。   
① 居宅サービス計画を新規に作成した場合   

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合   

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を  

受けた場合  

（3） 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以   

下「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算される  
ものであること。   

① 当該事業所の介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、利  

月まで減算する。  

（2） 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サー  

ビス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が角牢  

消されるに至った月の前月まで減算する。  

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合  

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合  

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を  

受けた場合  

（3） 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以  

下「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算される  

ものであること。  

① 当該事業所の介護支援専門員が「→月に利用者の居宅を訪問し、利  

用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月か  
ら当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。  

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録してい  

ない状態が一月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、そ  

の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。  

7 基本単位の取扱いについて  

（1） 取扱件数の取扱い  

用者及びその家族に面接  していない場合には、特段の事情のない限  

り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す  

る。  

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録してい  

ない状態が一月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、そ  

の月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。  

7 基本単位の取扱いについて  

（1） 平成十八年凶月  から平成十九年三月  末までの取扱い  

① 既存事業者  

基本単位の居宅介護支援費（Ⅰ∴居宅介護支援費（Ⅲ）、居宅介護   

支援費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅   

介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をい   

い、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防剤割こ   

係る利用者の数は含まない。）の総数から経過的要介護者を除く利   

用者の数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門   

員の員数で除して得た数により該昔する区分を適用する。適用する   

委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護   

者の員数を除く。）に乗じて得た単位を算定する。  
また、経過的要介護者についてはト経過的要介護者の員数に月額   

の単位数を乗じて算定する。  

望L平成十八牛乳月以降指定を重けた事業者   

基本単位の居宅介護支援費（Ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅲ）、居宅介護  

基本単位の居宅介護支援費（＝、居宅介護支援費（Ⅲ）、居宅介護文   

選費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護   
支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）   
の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援   

に係る利用者（指定居宅介護支援等基準第十三条第二十五号に規定す   

る厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者を   

除く。）の数に二分の一を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換   

算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。  
（2）牒割り当て  

居宅介護支援費（IL（Ⅲ）又は（Ⅲ）の利用者ごとの割り当てに当た   

っては、利用者の契約日が古いものから順に、一件目から三十九件目   
（常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって   

は、叩こついては居   

宅介護支援費（＝を算定し、四○件巨∃（常勤換算方法で一を超える数   
の介護支援専門員がいる場合にあっては、四○にその数を乗じた件数）  
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以降については、醐こ応じ、それぞれ居宅介護支援費（Ⅱ）又は  
（Ⅲ）を算定すること。  

支援費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅  

介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をい  

い、経過的要介護者を含む。）の総数に指定介護予防支援事業者か  
ら委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（指定居宅介護支援  

等基準第十三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に  

該当する地域に住所を有する利用者を除く。）の数に二分の一を乗  

じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護  

支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。  

適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数（指定介護予防支援事  

業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過  

的要介護者の員数を除く。）に乗じて得た単位を算定する。  

また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額  
の単位数を乗じて算定する。  

（2） 平成十九年四月からの取扱い  

基本単位の居宅介護支援費（Ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅱ）、居宅介護支  

援費（Ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護  

支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいい、経  

過的要介護者を含む。）㈱こ指定介護予防支援事業者から委託を  

受けた指定介護予防支援に係る利用者（指定居宅介護支援等基準第十  

三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域  

に住所を有する利用者を除く。）の数に二分の一を乗じた数を加えた  

数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数  

で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれ  lJ   

ぞれの単位数を利用者数（指定介護予防支援事業者から委託を受けた  

指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除  
く。）に乗じて得た単位を算定する。   

また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の  

単位数を乗じて算定する。  

8 注4について  

実利用者数は前年度（三月を除く。）の一月当たりの実利用者数をいう   

ものとする。  

旦 初回加算  

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。  

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合  

邑 初回加算  

（1） 介護給付の初回加算（Ⅰ）の算定における初回加算の算定について  

具体的には次のような場合に算定される。  

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合  
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② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成す  

る場合  

③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画  

を作成する場合  

（2）牒加算の算定に当たっては、初回力口算の  

要件を満たしている場合であって、三○日を超える入院・入所期間を  

経た後の退院∵退所に当たって∴刷完∵埠設と居宅サービス計画を策  

定した場合断利肺削こついて前回算定から六  

月間以上を緯過していることが必要である。なお、介護老人福祉施設  
における在宅・入所者相互利用加算及び介護老人保健施設における試  

行的退所サ瑚吏「退院又は退  

盈」卿  

旦 特定事業所集中減算の取扱いについて  

（1） 判定期間と減算適用期間  

居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事  

業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に  

該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減  

算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。  

① 判定期間が前期（三月一日から八月末日）の場合は、減算適用期  

間を十月一日から三月三十一日までとする。ただし、平成十八年度  

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場   

③ 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作   

成する場合  

L旦 特定事業所集中減算の取扱いについて  

（1） 判定期間と減算適用期間  

居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事  

業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に  

該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減  

算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。  

① 判定期間が前期（三月一目から八月末日）の場合は、減算適用期  

間を十月一日から三月三十一日までとする。  

② 判定期間が後期（九月一日から二月末日）の場合は、減算適用期  

間を四月一日から九月三十日までとする。  

（2） 判定方法  

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サ  

ービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけ  

られた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、適所介護  

又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以  

下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数  

の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸  
与のいずれかについて九○％を超えた場合に減算する。  

（具体的な計算式）  

事業所ごとに、次の計算式により計算し、（D、②又は③のいずれ  

かの値が九○％を超えた場合に減算  

について㈱ノし月末日とする。   

② 判定期間が後期（九月一日から二月末日）の場合は、減算適用期  

間を四月一日から九月三十日までとする。  

（2） 判定力‾法  

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サ   

ービス計画のうち、訪問介護、適所介護又は福祉用具貸与が位置づけ  
られた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、適所介護   

又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以   

下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数   

の占める割合を計算し、訪問介護サービス、適所介護又は福祉用具貸   

与のいずれかについて九○％を超えた場合に減算する。   

（具体的な計算式）  

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のいずれ  

かの値が九〇％を超えた場合に減算  
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（例）（略）   

（3） 算定手続  

判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間が後   

期の場合については三月十五目までに、すべての居宅介護支援事業者   

は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果九○％を超   

えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなければならな   

い。なお、九○％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事   

業所において二年間保存しなければならない。   

① 判定期間における居宅サービス計画の総数   

② 訪問介護、適所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられ  
た居宅サービス計画数   

③ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法  
人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名  

称、住所、事業所名及び代表者名   
④（2）の算定方法で計算した割合   

⑤（2）の算定方法で計算した割合が九○％を超えている場合であっ  

て正当な理由がある場合においては、その正当な理由  

（4） 正当な理由の範囲  

（3）で判定した割合が九○％以上あった場合には、九○％を超えるに   

至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都   

道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当  
と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱  

う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなもので   

あるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情  
を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事にお   

いて適正に判断されたい。   

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス  

等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサー  

ビス事業所が少数である場合  

（例）訪問介護事業所として四事業所、適所介護事業所として一○  

事業所が所在する地域の場合  

紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用  

されないが、紹介率最高法人である適所介護事業者に対してご  

減算は適用される。  

（例）（略）   

（3） 算定手続  

判定期間が前期の場合については九月十五目までに、判定期間が後   

期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支援事業者  

は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果九○％を超  

えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなければならな   

い。なお、九○％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事  

業所において二年間保存しなければならない。  

① 判定期間における居宅サービス計画の総数   

② 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられ  
た居宅サービス計画数   

③ 訪問介護、適所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法  
人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名  

称、住所、事業所名及び代表者名   
④（2）の算定方法で計算した割合   

⑤（2）の算定方法で計算した割合が九○％を超えている場合であっ  

て正当な理由がある場合においては、その正当な理由  

（4） 正当な理由の範囲  

（3）で判定した割合が九○％以上あった場合には、九○％を超えるに   

至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都   

道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当  

と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱  

う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなもので   

あるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情  
を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事にお   

いて適正に判断されたい。   

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス  

等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサー  

ビス事業所が少数である場合  

（例）訪問介護事業所として凶事業所、適所介護事業所として一○  

事業所が所在する地域の場合  

紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用  

されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、  

減算は適用される。  
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② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合  

③ 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二○件以下  

であるなど事業所が小規模である場合  

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合など  

により特定の事業者に集中していると認められる場合  

⑤ その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合  

L⊥ 特定事業所加算の取扱いについて  

（1） 趣旨  

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対  

応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメン  

トを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質  

の向上に資することを目的とするものである。  

（2） 基本的取扱方針  

この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、  

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事  

業所であること  

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、  

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合  

③ 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二○件以下  

であるなど事業所が小規模である場合  

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合など  

により特定の事業者に集中していると認められる場合  

⑤ その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合  

10 特定事業所加算の取扱いについて ‾‾ 

）趣旨  
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対  

応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメン  
トを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質  

の向上に資することを目的とするものである。  

（2） 基本的取扱方針  

この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、  

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事  

業所であること  

・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体制の下、  

常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケー  どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されて  

いる、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となる  

ものである。  

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中   
重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行  

うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意  

されたい。  

（3） 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用力針  

第二十五号告示第十九号に規定する各要件の取扱については、次に  

定めるところによること。  

スでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居  

宅介護支援事業所であること  

が必要となるものである。  

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中  
重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行  

うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意  

されたい。  

（3） 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針  

第二十五号告示第十九号に規定する各要件の取扱については、次に  

定めるところによること。  
事  ℡ イ関係   

l   ① イ関係   

ただし書に規定する「三年以上の実務経験」とは、常勤専従によ   常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介   

る介護支援専門員としての実務経験であること。また、「主任介護   護支援事業所の兼務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事   

支援専門員の研修課程と同等と認められるもの」とは、ケアマネジ  業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。  
メントリーダー養成研修（「ケアマネジメントリーダー活動等支援  
事業の実施及び推進について」（平成十四年四月二十四日老発第○  

凹二凹00三号）3（3））であること。  
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「当分の間」と㍉は、平成十八年度中であって、ただし書の適用対   

象者については、必ず平成十八年度利こ主任介護支援専門員研修課   
程を修了しなければならないこと  

② ロ関係   

常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、萱壁畳を置く必要   
があること。したがって、登宣事業所には、少なくとも管理者たる   

主任介護支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員三名の合計   

凶名が必要となること。なお、管理者たる主任介護支援専門員が、   

当該事業所における居宅介護支援業務に従事することは差し支えな   

いこL  

③ ハ関係   

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に   

係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなけれ   

ばならないこと。   

ア 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその責務に  

② ロ関係  

常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援専門   

員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所   

に墨セユ三は、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員三   

名の合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があること。  

③ ハ関係  

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に   

係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなけれ   

ばならないこと。   

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。   
より決定するべきであるが  少なくとも次のような議事を含める  

こと。   

（1）現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針   

（2）過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方  

策   

（3）地域における事業者や活用できる社会資源の状況   

（4）保健医療及び福祉に関する諸制度   

（5）ケアマネジメントに関する技術   

（6）利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針   

（7）その他必要な事項   

イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならな  
いこと。   

ウ 「定期的」とは、おおむね週一回以上であること。  
④ ニ関係  

二凶時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により   

連絡を取ることができ、 必要に応じて相談に応じることが可能な体   

制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援   

専門員が輪番制による対応等も可能であること。  

⑤ ホ関係   

費介護三、要介護凶又は要介護五までの者の割合が六○％以上と  

（1）現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針   

（2）過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方  

策   

（3）地域における事業者や活用できる社会資源の状況   

（4）保健医療及び福祉に関する諸制度   

（5）ケアマネジメントに関する技術   

（6）利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針   

（7）その他必要な事項   

イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならな  
いこと。   

ウ「定期的」とは、盤垂週一回以上であること。  

④ ニ関係  

二四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により   

連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体   

制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援   

専門員が輪番制による対応等も可能であること。  

⑤ ホ関係  

要介護三、要介護四又は要介護五までの者の割合が五○％以上で  
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いう条件については、届出目の前三月のみではなく、常に、直近三  

月間で満たしている必要があること。ただし、中重度の利用者が急  
遽入院した場合など当該事業所にとって正当な理由があると認めら  

あることについては、毎月その割合を記録しておくこと。  

れる場合については、一時的にこの割合を満たさない場合があって  

も差し支えないH。   

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支  
援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうし  

た割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に  

積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであり、原貝りとして、   

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支   
援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうし   

た割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に   

積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであ旦こと。  

また、トの要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難   
な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に   

ホの重9盟要件の枠外として取り扱うことが可能であること（すな   

わち、当該ケースについては、要介護三、要介護四又は要介護五の   
者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能）。  

⑥ へ関係   

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所に   

おける介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施   

のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員につい   

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、   
毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めな   

ければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、   

適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。   

なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届   
出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。   

⑦ ト関係  

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケ   

ースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地   

域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。  

⑧ り関係  

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていない   

のみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、   
実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である   

必要があること。  

簡易なケースについては、取り扱うべきものではないこと。  

また、トの要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難   

な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に   

ホの六○％要件の枠外として取り扱うことが可能であること（すな   

わち、当該ケースについては、要介護三、要介護四又は要介護五の   

者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能）。  

⑥ へ関係  

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所に   

おける介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施   

のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員につい   

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、   
毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めな   

ければならない。また、管理者である主任介護支援専門員は、研修   
目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を   

講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出を   
する場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すれば   

よいこと。  

⑦ ト関係  

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケ   

ースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地   

域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。  

⑧ り関係  

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていない   

のみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、   

実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である   

必要があること。  
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⑨ ヌ関係  

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して   

介護支援専門員一名当たり三五名以下であれば差し支えないことと   

するが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメ   

ントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。  

また、指定居宅介護支援等基準第十三条第二十五号に規定する厚   

生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者に対   

する指定介護予防支援の委託を受けた場合については、「介護予防   

支援に係る業務の委託を受けていないこと」との要件の対象外とし   

て取り扱うことが可能であること。  

なお、トの要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難   

な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、業務の支  

障がない範囲内で、例外的にヌの介護支援専門員一人当たり利用者   

数が三五名以内である要件の枠外として取り扱うことが可能である   

こと。   

⑨ ヌ関係  

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して   

介護支援専門員一名当たり四○名未満であれば差し支えないことと   

するが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメ   

ントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。   

⑲ 特定事業所加算（Ⅱ）について  

主任介護支援専門員等の「等」については、平成二十一年度中に  

主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みが  

ある者であることとする。  

また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支  
援専門員等を置く必要があること。したがって、当該加算を算定す  
る事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等及び介護支  

援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があるこ  

上．旦＿   

塗 その他  

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報  

公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表  

示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対  
し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できる  

よう説明を行うこと。  

（4） 手続  

塗 その他  

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報  

公表を行うほか、積極的に．特定事業所加算取得事業所である旨を表  

示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対  
し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できる  

よう説明を行うこと。  

（4）手続  

本制度については、平成十八年四月以降の事実関係をもって判断す   

るものであるため、最も早い申請受理は七月以降となることに留意さ   

れたいこと。  

な董」本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基  本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵  

－68－   



し、二年間保存するとともに、都道  守状況に関する所定の記録を作成  二年間保存するとともに、  準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、   
府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならな  

い。  

12 医療連携加算の取扱いについて  

必要な情事陀は、具備的には、当該利用者の心身の状況、生活環境及   
びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者一人につき1   

璃こととする。なお、利用者が入院して  
から遅くとも七日以内に情報提供した場合に算定することとすも  

13 退院・退所加算の取扱いについて  

（1） 退院・退所力帽巨（Ⅰト  

病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設  

草しくは介護保険施設への入所期間が三十日以下であった者が退院又  

け退所（地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービろ  

の在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅拉  
串いて居宅サービスを糾用する場合において、 当該糾用者の退院又は  

退所に当たって、当該病院、診療所、嘩  

癖堰  

供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利剛こ関  
する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービスの利用開姶月  
に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定  
しない。擁、要な情報については、別途定めるこ  

ととする。  

（2） 退院・退所加算（Ⅱ）  

病院若しくは診療所への卿  

若しくは介護保険施設への入所期間が三十日を超える者が退院又は退  所（地域御  
在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅にお  
いて居宅サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退  

所に当たって、当該病院、診療所、地域型者型介護老人福祉施設又は  

介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供  
を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用に関す  
阜調整を行った場合には、頻那台月に  

所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定し  
ない。榊、要な情報については、別途定めること  

とする。  

都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければな  

らない。  
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■  一山 一一品1鶏ヨLてM■ち－一一＿ノ．  ．・」珊rm一▲   

退院・退所加算（Ⅰ）については、同一月に一回のみ算定すること  

ができる。   

退院即郡元・退所  

した病院等又は施設が同一である場合には、鞭で  

きない。瑚情  
報を得ることが望ましいが、卿筆  

足することとする。  
14 認知症加算の取扱いについて  

へにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認  

められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるのは、日常   

生活自立度のランクⅢ、ⅠⅤ又はMに該当する者をいうものであるこヒ  

15 独居高齢者加算の取扱いについて  

当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している   

盲の申立てがあった場合であって、介護支援専門員が利用者の同意を得   

て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認を行っている   

場合に算定できるものとする。ただし、捌こ   

ついて利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世   

帯ではなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより   

利用者が単身で居住していると認められる蓼合は、算定できるものとす   

る。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サー   

ビス計画等に記載する。また、㈱回、利用者の居宅を訪   

問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービ   
ス計画等に記載すること。  

⊥岬て  

当該加算は、僻剰こ出   

向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことによ畑   

当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成   

に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該′J、規模多   

機能型居宅介護事業所について六月以内に当該加算を算定した利用者に   

ついては、算定することができない。また、当該加算は、利用者が′J、規   

模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができる  

ものとする。  
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要す   

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月8日老企第40号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）  
改  正  改  正  後  

第一 届出手続の運用  

1 届出の受理  
（1）届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知  

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所  

サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要  

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい  

て」（平成十二年三月一日老企第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長  

通知。以下「訪問適所サービス通知」という。）第一の1の（1）から（4）  

までを準用する。  

（2）届出に係る加算等の算定の開始時期  

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月  

（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始  

するものとする。  

2 届出事項の公開等  
訪問適所サービス通知の第一の2から6までを準用する。  

第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活  

介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表  

1 通則  
（1）算定上における端数処理について  

訪問通所サービス通知の第二の1の（1）を準用する。  

（2）入所等の目数の数え方について   

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等し  

た日及び退所等した日の両方を含むものとする。   

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療  
養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介  

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に  
おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行  

われているものの間で、利用者等が－の介護保険施設等から退所等を  

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所  

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、一例えば、短期  

入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したよ  

第一 届出手続の運用  

1 届出の受理  
（1）届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知  

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所  

サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要  

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい  

て」（平成十二年三月一一日老企第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長  

通知。以下「訪問適所サービス通知」という。）第一の1の（1）から（4）  

までを準用する。  

（2）届出に係る加算等の算定の開始時期  

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月  

（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始  

するものとする。  

2 届出事項の公開等  

訪問通所サービス通知の第一の2から6までを準用する。  

第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活  

介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表  

1 通則  
（1）算定上における端数処理について  

訪問適所サービス通知の第二の1の（1）を準用する。  

（2）入所等の日数の数え方について   

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等し  

た日及び退所等した日の両方を含むものとする。   

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療  
養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介  

護保険施設等」という。）の問で、又は隣接若しくは近接する敷地に  
おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行  

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所筆を  

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所  
等の冒は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期  

入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したよ  
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うな場合は、入所に切り替えた目については短期入所生活介護費は算  

定しない。   

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と  

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療  

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当  

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは  

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互  

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同  

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医  

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所  

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院  
したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転  

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定  

されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに適所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下∴「職員配置等基準」という。）の適用に関する平均利用者数  

等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まない  

ものとする。  

（3）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介  

護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業  

所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているい  

わゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、麹鼻  
配置等基準において、 定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明  

らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するた  

めの規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとす  

る。   

② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均  

を用いる。 この場合、一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利  
用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者  

数等の算定に当たっては、′ト数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に  
該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員  

超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所  

うな場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算  

定しない。   

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と  

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療  

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当  

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは  

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互  

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同  

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医  

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所  

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院  
したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転  

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定  
されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下」通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均  
利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は  
含まないものとする。  

（3）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介  

護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業  

所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているい  

わゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通致  
介護費等の算定方法において、 定員超過利用の基準及び単位数の算定  

方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確  

保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努める  

ものとする。   

② この場合の利用者等の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均  

を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利  

用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者  

数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用  
の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月  

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ  
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定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定  

員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算  

定される。   

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対  

しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員  

超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、  

指定又は許可の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  
ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  
（4）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   
とみなすこととする。  

（5）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、  
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サー  

ビスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基  
準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介  

護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、人員基準  

欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところである  
が、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人  

員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。‘   

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等  
は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をも  

って終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規  

開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平  

いて、所定単位数が適所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従  

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常  

の所定単位数が算定される。   

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対  

しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員  

超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、  

指定又は許可の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  
ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  

（4）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   
配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   

とみなすこととする。  

（5）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、  

介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サー  

ビスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基  

準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介  

護給付費の減額を行うこととし、適所介護費等の算定方壊において、  

人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところ  

であるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であ  

り、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② 人員基準上浦たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等  
は、当該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をも  

って終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規  

開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平  

均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数  均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除  して得た数  
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とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、′ト数点第二位以下   

を切り上げるものとする。  

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、   

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用   
者等の全員について所定単位数が廼所介護費等の算定方法に規定  

する算定方法に従って減算され、   
ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  
が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され  

る（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場  

合を除く。）。  
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人   

員基準欠如が解消されるた至った月まで、利用者等の全員について所   
定単位数が通所介護費等の算定方単に規定する算定方法に従って減算   

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている   

場合を除く。）。  
⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために   

必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであ   

り、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（した   
がって、例えば看護六：一、介護四：一の職員配置に応じた所定単位   

数を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護六：一、介   
護四：一を満たさなくなったが看護六：一、介護五：一は満たすとい   

う状態になった場合は、看護六：一、介護四：一の所定単位数に一0   
0分の七○を乗じて得た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の   

所定単位数を算定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回っ   
てはじめて人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出てい   
た看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又   
は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届   

け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用につい   
ては、③の例によるものとすること。   

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所（一部ユニット型指定   

短期入所療養介護事業所のユニット部分を含む。）又はユニット型指   
定介護療養型医療施設（一部ユニット型指定介護療養型医療施設のユ   

ニット部分を含む。）については、看護六：一、介護四：一を下回る  

とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、′ト数点第二位以下   

を切り上げるものとする。  

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、   

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用  
者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定  

方法に従って減算され、   

ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  

が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される（ただ  

し、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除  

く。）。  
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人   

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所   

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される   

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を   

除く。）。  
⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために   

必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであ   

り、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（した   

がって、例えば看護六：一、介護四：一の職員配置に応じた所定単位   

数を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護六：一、介   

護四：一を満たさなくなったが看護六：一、介護五：一は満たすとい   

う状態になった場合は、看護六：一、介護四：一の所定単位数に一0   

0分の七○を乗じて得た単位数ではなく、看護六：一、介護五：一の   

所定単位数を算定するものであり、看護六：一、介護六：一を下回っ   

てはじめて人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出てい   
た看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又   

は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届   

け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用につい   

ては、③の例によるものとすること。  
ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所（一部ユニット型指定   

短期入所療養介護事業所のユニット部分を含む。）又はユニット型指   
定介護療養型医療施設（一部ユニット型指定介護療養型医療施設のユ   

ニット部分を含む。）については、看護六：一、介護四：一を下回る  
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職員配置は認められていないため、看護六：一、介護五：一、看護六   

：一、介護六：－の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職  

員配置が看護六：一、介護凶：一を満たさない場合は人員基準欠如と  

なるものであり、看護六：一、介護凶：一の所定単位数に一00分の  

七○を乗じて得た単位数を算定する。   

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の  

増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導  

に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の  

取消しを検討するものとする。  

（6）夜勤体制による減算について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介  

護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、夜勤を行  

う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定  

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平  

成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜勤職員基準」という。））  

を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及  
び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するため  

の規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防  

止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連  

続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定する  

ものとする。）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  
数に満たない事態が凶日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（5）  

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤  

を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消  
しを検討すること。  

職員配置は認められていないため、看護六：一、介護五：一、看護六  

：一、介護六：一の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職  

員配置が看護六：一、介護四：一を満たさない場合は人員基準欠如と  

なるものであり、看護六：一、介護四：－の所定単位数に一00分の  

七○を乗じて得た単位数を算定する。   

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の  

増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導  

に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の  

取消しを検討するものとする。  

（6）夜勤体制による減算について   

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介  

護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、夜勤を行  

う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定  

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平  

成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜勤職員基準」という。））  

を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及  

び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するため  

の規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防  

止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連  

続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定する  

ものとする。）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  

数に満たない事態が四日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（5）  

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤  

を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消  
しを検討すること。  
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（7）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実  

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一月間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  

延利用者数を延日数で除して得た数とする。  

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利  

用者数等については、医療法の取扱いの例によるものであり、医事  

埴当部局と十分連携を図るものとする。  

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、  

イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法  

により利用者数を推定するものとする。  

（8）短期入所的な施設サービスの利用について  

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サー   

ビスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければ   

ならない」とされており、あらかじめ利用期間（退所日）を定めて入所   

するものである。よって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合（た   

だし、施設の介護支援専門員と在宅の居宅介護支援事業者が密接な連携   

を行い、可能な限り対象者が在宅生活を継続できることを主眼として実   

施される介護福祉施設サービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス   

費の在宅・入所相互利用加算対象者を除く。）、そのサービスは短期入   
所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすこ   

とは、短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた   

趣旨を没却するため、認められない。  （9）牒ついて   
① 加算の算定要件とし‾て「「認知桓高齢者の日常生活自立度判定基準」   

の活用について」価厚生省老人保健福祉局長老  健第一三五号）榔下  
「日常生活自立度」という。）を用いる場合の牒常生括自立度の決定  

（7）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実  

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一月間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  

延利用者数を延目数で除して得た数とする。  

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利  

用者数等については、医療法の取扱いの例によるものであり、医事  

担当部局と十分連携を図るものとする。  

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、  

イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法  

により利用者数を推定するものとする。  

（8）短期入所的な施設サービスの利用について  

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サー   

ビスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければ   

ならない」とされており、あらかじめ利用期間（退所日）を定めて入所   

するものである。よって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合（た   

だし、施設の介護支援専門員と在宅の居宅介護支援事業者が密接な連携   

を行い、可能な限り対象者が在宅生活を継続できることを主眼として実   

施される介護福祉施設サービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス   

費の在宅・入所相互利用加算対象者を除く。）、そのサービスは短期入   
所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすこ   

とは、短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた   

趣旨を没却するため、認められない。  
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に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとする。   

②（卿、判定日と共に、居宅サー  
ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、  

主治医意見書とは、牒（平成十八年三  

月十七日厚生労働省老健局長通知老発○三一七00一）に基づき、主  
治医が記載した同通知中「3灘）「主  
治医意見書」中「3．明日常生活の自立  
度等について牒の言己載をし、うも  

のとする。なお、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、二最も  
新しい判定を用いるものとする。   

③働台医意見書を用いることについて同意が  

得られていない場合を含む。）叫「要介護認定等の実施に  
ついて」に基づき、閲認定調査  

員」に規定する「認定調査票」欄〕「認  

知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。  

（10）栄養管理について  

今回の改定では、閲介護老人福   

祉施設、瑚割こおいて、常勤の管理栄   

養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量   

及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算   

については基本サービス費への包括化を行ったところである。これは、   

当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行った   

ものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わ   

らないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適   

切に実施できる体制を維持するこL  

2 短期入所生活介護費  

（1）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所において所定単位数を  

算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定短期（所生活介護事業所が短期入所生活介護費の   

所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該   
事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれについて   

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、   

一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所がユニット型短期入所生活   

介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数   

が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所  

2 短期入所生活介護費  

（1）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所において所定単位数を   

算定するための施設基準等について   

一部ユニット型指定短期入所牛活介護事業所が短期入所生活介護費の  

所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該   
事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれについて  

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、  

一部ユニット型指走短期入所生活介護事業所がユニット型短期入所生活  

介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数  

が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所  
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定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である（厚生労   

働大臣が定める施設基準（平成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施   

設基準」という。）第四号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所のユニット部分   

及びユニット部分以外の部分の摘出こついて所定の員数を置いてい   

ることが必要であるH（夜勤職員基準第一号）。  

（2）指定短期入所生活介護費を算定するための基準について  

指定短期入所生活介護費は、施設基準第五号に規定する基準に従い、   

以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第五号イに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一人のも  

のに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われる  

ものであること。  

ロ 施設基準第五号ローキ規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二人以上  

のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われる  

ものであること。  

ハ 施設基準第五号ハに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな  

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井と  
の間に一定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個室」  

という。）の利用者に対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第五号こに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな  

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井と  
の間に一定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型準個室」  

という。）の利用者に対して行われるものであること。  

（3）やむを得ない措置による定員の超過  

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による   

減算の対象となり、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を   

算定することとなるが、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）   

第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置（又は同法第   

十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置（特別養護老人ホ   

ームの空床利用の場合のみ））によりやむを得ず利用定員を超える場合   

又は緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、利用定員に一○  

定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である（厚生労  

働大臣が定める施設基準（平成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施  

設基準」という。）第四号）。   

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の員  

数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第一号）。  

（2）指定短期入所生活介護費を算定するための基準について  

指定短期入所生活介護費は、施設基準第五号に規定する基準に従い、   

以下の通り、算定すること。  
イ 施設基準第五号イに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一人のも  

のに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われる  

ものであること。  

ロ 施設基準第五号ロに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二人以上  

のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われる  

ものであること。  

ハ 施設基準第五号ハに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな  

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井と  
の間に一定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個室」  

という。）の利用者に対して行われるものであること。  

ニ 施設基準第五号こに規定する指定短期入所生活介護費  

短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな  

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井と  
の間に一定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型準個室」  

という。）の利用者に対して行われるものであること。  

（3）やむを得ない措置による定員の超過  

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による   

減算の対象となり、所定単位数の－00分の七○を乗じて得た単位数を   

算定することとなるが、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）   

第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置（又は同法第   

十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置（特別養護老人ホ   

ームの空床利用の場合のみ））によりやむを得ず利用定員を超える場合   

又は緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、利用定員に一○  
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○分の一○五を乗じて得た数（利用定員が四○人を超える場合にあって   

は、利用定員にこを加えて得た数）までは減算が行われないものである   

こと（職員配置等基準第三号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一   

時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消す   

る必要があること。  

（4）併設事業所について   

① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。）  

第百二十一条第凶項に規定する併設事業所については、併設型短期入  

所生活介護費が算定される（施設基準第凶号ロ（1））が、ここでいう併  

設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地  

において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人  

ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すもの  

であること。   

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び  

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について  

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、  

イ 指定介護老人福祉施設の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉  
施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職  

員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を  

算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七○人  

の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二○人の短期入所  

生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護  

費（Ⅰ）（三：一の人員配置に対応するもの）を算定するために必要  

な介護職員又は看護職員は合計で三○人であり、必要な夜勤を行う  

職員の数は四人であること。  

なお、本体施設が一 部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、  

併設事業所がユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合  
は、本体施設のユニット部分と一体的な取扱いが行われるものであ  

る。また、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であっ  
て、併設事業所が指定短期入所生活介護事業所であってユニット型  

指定短期入所生活介護事業所でない場合は、本体施設のユニット部  

分以外の部分と一体的な取扱いが行われるものである。  

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の   

○分の一○五を乗じて得た数（利用定員が四○人を超える場合にあって   

は、利用定員にこを加えて得た数）までは減算が行われないものである   

こと（通所介護費等の算定方法第三号イ）。なお、この取扱いは、あく   

までも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用   

を解消する必要があること。  

（4）併設事業所について   

① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。）  
第百二十一条第四項に規定する併設事業所については、併設型短期入  

所生活介護費が算定される（施設基準第凶号ロ（1））が、ここでいう併  

設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地  

において、 サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人  

ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すもの  

であること。   

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び  

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について  

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、  
イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以  

）の併設事業所の場合   下（4）並びに（8）から（10）までにおいて同じ  

は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者   

数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又   

は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度   
の平均入所者数七○人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用   

者数二○人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併   

設型短期入所生活介護費（Ⅰ）（三：一の人員配置に対応するもの）   

を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三○人であ   

り、必要な夜勤を行う職員の数は凹人であること。  

なお、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、   

併設事業所がユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合   

は、本体施設のユニット部分と一体的な取扱いが行われるものであ   

る。また、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であっ   

て、併設事業所が指定短期入所生活介護事業所であってユニット型   

指定短期入所生活介護事業所でない場合は、本体施設のユニット部   

分以外の部分と一体的な取扱いが行われるものである。  

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の  
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配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなる  

が、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要と  

なる数の合計数となること。   

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施  
設として必要な看護職負の数の算定根拠となる「入所者数」には、短  

期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数  
の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活  
介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、  
指定介護老人福祉施設の入所者数が五○人、併設する短期入所生活介  

護の利用者が一○人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置す  

べき看護職員の数は、入所者五○人以下の場合の基準が適用され、常  

勤換算で二人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、  

看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護  
事業所の定員が二○人以上の場合には、短期入所生活介護事業所にお  

いて看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意す  

る。  

（5）特別養護老人ホームの空床利用について   

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超過利用、  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に  

本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであるこ   

配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなる  

が、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要と  
なる数の合計数となること。   

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施  
設として必要な看護職負の数の算定根拠となる「入所者数」には、短  

期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数  
の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活  
介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、  
指定介護老人福祉施設の入所者数が五○人、併設する短期入所生活介  

護の利用者が一○人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置す  

べき看護職負の数は、入所者五○人以下の場合の基準が適用され、常  
勤換算で二人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、  

看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護  
事業所の定員が二○人以上の場合には、短期入所生活介護事業所にお  

いて看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意す  

る。  

（5）特別養護老人ホームの空床利用について   

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超過利用、  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に  

本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであるこ  

と。   

② 注1の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出拉2  
j己工は、本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する  

昼也逆行われていれば、注10と同様の趣旨により、短期入所生活介  

護について行う必要がないこと。  

（6）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護職員及び看   

護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護費に   

係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、   

当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方   

で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもの   

である。ユニット型短期入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の   

人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所   

のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置   

いていない場合に行われるものであること（通所介護費等の算定方法第  

と。  

② 注6により  施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体  
施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、短期入所生  

活介護については行う必要がないこと。  

（6）一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護職員及び看   

護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護費に   

係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、   
当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方   

で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもの   

である。ユニット型短期入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の   
人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所   
のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置  

いていない場合に行われるものであること  （職員配置等基準第三号ロか  
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